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消防法施行令第 11条第２項の規定の適用に係る確認の徹底について（通知） 

 

今般、消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）第 11条第２項の規定の適用に

際し、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ（以下「内装仕上げ」という。）

について、建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第１条第６号に規定す

る難燃材料として国土交通大臣の認定を受けた際の条件を満たす施工がなされ

ているか事前の確認が十分に行われていなかった事例がありました。 

消防法施行令第 11条第２項の規定の適用に際し、内装仕上げが建築基準法施

行令第１条第６号に規定する難燃材料を使ったものであるか否かを確認するこ

とは、屋内消火栓設備の設置の要否に関わる重要な事項であることに鑑み、各消

防本部におかれましては、難燃材料を使った内装仕上げにより屋内消火栓設備

の基準を緩和する場合には、下記事項に係る事前の確認を徹底し、必要があれば

適切に対処するようお願いします。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知されるようお願

いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づ

く助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

内装仕上げの材料が建築基準法施行令第１条第６号に規定する難燃材料とし

て国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、当該認定を受けた際の条件

を満たす施工がなされていること。 

例えば、不燃材料を基材として塗装することを条件に建築基準法施行令第１

条第６号に規定する難燃材料として国土交通大臣の認定を受けた塗料を塗装す

ることによる内装仕上げの場合は、壁及び天井の室内に面する部分について、不

燃材料の上に当該塗料を塗装することによる施工がなされていること。 
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